
依 田 窪 老 人 保 健 施 設 個 人 情 報 管 理 規 程

第 １ 章 　 総 則

（目 的）

第 １ 条 　 こ の 規 程 は 、 依 田 窪 老 人 保 健 施 の 個 人 情

報 の 取 扱 い に 関 す る 体 制 ・ 基 本 ル ー ル を 策 定

し 、 当 施 設 が 保 有 す る 情 報 の 紛 失 、 漏 え い 、

改 ざ ん 等 を 防 ぎ 、 情 報 管 理 に 関 す る 当 施 設 と

し て の 社 会 的 責 任 を 果 た す こ と を 目 的 と す る 。

（ 用 語 の 定 義 ）

第 ２ 条 　 本 規 程 で 使 用 す る 用 語 は 以 下 の と お り と

す る 。

( １ ) 個 人 情 報

個 人 に 関 す る 情 報 で 、 当 該 情 報 に 含 ま れ る 氏 名 、

生 年 月 日 等 の 記 述 に よ り 、 特 定 の 個 人 を 識 別 す

る こ と が で き る も の を い う 。 他 の 情 報 と 容 易 に

照 合 で き 、 そ れ に よ り 特 定 の 個 人 を 識 別 で き る

も の を 含 む 。

( ２ ) 機 密 情 報

｢ 部 外 秘 ｣ 等 、 外 部 に 公 開 す る こ と を 禁 止 さ れ

て い る 情 報 、 及 び 当 施 設 の サ ー ビ ス に 関 す る 固

有 の 情 報 を さ す 。

( ３ ) 本 人

　 　 当 施 設 が 保 有 す る 個 人 情 報 で 識 別 さ れ る 個 人

を い う 。

( ４ ) 職 員

当 施 設 の 正 規 職 員 、 ア ル バ イ ト 、 パ ー ト 、 派 遣

職 員 を い う 。

（ 対 象 と な る 情 報 ）

第 ３ 条 　 本 規 程 の 対 象 と な る 情 報 は 、 当 施 設 で 保

有 す る 全 て の 個 人 情 報 で あ り 、 電 子 デ ー タ 、

印 字 デ ー タ の 別 を 問 わ な い 。

( 適 用 範 囲 )

第 ４ 条 　 本 規 程 は 、 当 施 設 の 職 員 に 対 し て 適 用 す

る 。 ボ ラ ン テ ィ ア 、 実 習 生 等 、 当 施 設 に 所 属

し な い ス タ ッ フ に 対 し て も 本 規 程 の 趣 旨 を 踏

ま え た 適 切 な 取 扱 い を 求 め る も の と す る 。 ま



た 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 業 務 を 外 部 に 委 託 す

る 場 合 、 必 要 か つ 適 切 な 監 督 を し 、 こ の 規 程

に 従 っ て 個 人 情 報 の 適 切 な 保 護 を 図 る も の と

す る 。

第 ２ 章 　 個 人 情 報 管 理 体 制

（ 個 人 情 報 管 理 責 任 者 ）

第 ５ 条 　 当 施 設 に お け る 個 人 情 報 管 理 責 任 者 は 、

副 施 設 長 と す る 。

２   個 人 情 報 管 理 責 任 者 は 、 個 人 情 報 管 理 委

員 会 を 主 宰 し 、 当 施 設 に お け る 個 人 情 報 管 理

に 関 す る 取 組 の 推 進 に 関 す る 責 任 を 負 う 。

３   個 人 情 報 管 理 責 任 者 は 、 上 記 責 任 を 果 た

す 上 で 必 要 な 事 項 に 関 す る 決 定 権 を 有 す る 。

（ 個 人 情 報 管 理 委 員 会 ）

第 ６ 条 　 当 施 設 に お け る 個 人 情 報 管 理 に 関 す る 意

思 決 定 機 関 と し て 個 人 情 報 管 理 委 員 会 を 設 置 す

る 。

２   委 員 長 は 個 人 情 報 管 理 責 任 者 と し 、 委 員

は 施 設 が 委 嘱 し た 者 と す る 。

３   個 人 情 報 管 理 委 員 会 は 、 個 人 情 報 管 理 に

関 す る 当 施 設 取 組 の 計 画 立 案 、 指 示 、 取 扱 規

程 の 策 定 、 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 実 践 等 、 必 要

な 取 り 組 み を 行 う 。

（ 個 人 情 報 管 理 者 ）

第 ７ 条 　 各 部 署 長 ( 局 長 ・ 師 長 ・ 係 長 ・ 主 任 ) を 所

属 部 署 に お け る 個 人 情 報 管 理 者 と す る 。

　 　 ２ 　 個 人 情 報 管 理 者 は 、 個 人 情 報 管 理 委 員 会

の 定 め た 取 組 計 画 に 従 っ て 、 所 属 部 署 に お け

る 個 人 情 報 管 理 に 関 す る 取 り 組 み を 推 進 す る

責 務 を 負 う 。

第 ３ 章 　 個 人 情 報 管 理 に 係 る 安 全 措 置 の 概 要

（ 個 人 情 報 保 護 に 対 す る 基 本 方 針 ）

第 ８ 条 　 個 人 情 報 管 理 委 員 会 は 、 個 人 情 報 保 護 に

関 す る 当 施 設 と し て の 基 本 方 針 を 定 め 、 こ れ

を 公 表 す る 。



（ 職 員 の 個 人 情 報 の 取 扱 い ）

第 ９ 条 　 職 員 は 、 採 用 時 に 本 規 程 を 遵 守 す る 旨 の

誓 約 書 を 施 設 に 提 出 す る と 同 時 に 、 こ れ ら を

遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 退 職 時 に お い て も

在 職 中 に 得 た 個 人 情 報 を 漏 え い し な い 旨 の 誓

約 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 個 人 情 報 の 収 集 ）

第 10 条 　 収 集 す る 個 人 情 報 の 利 用 目 的 を 明 文 化 し 、

施 設 内 の 掲 示 や ホ ー ム ペ ー ジ 等 適 切 な 方 法 に

よ り 外 部 に 公 表 す る 。

　 　 ２ 　 個 人 情 報 の 収 集 は 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要

な 限 度 に お い て 行 う 。

　 　 ３ 　 収 集 済 み の 個 人 情 報 の 利 用 目 的 の 変 更 を

要 す る 場 合 は 、 予 め 個 人 情 報 管 理 委 員 会 の 承

認 を 得 た 上 で 、 変 更 後 の 利 用 目 的 を 公 表 す る 。

　 　 ４ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 契 約 書 等 の 書

面 や ホ ー ム ペ ー ジ へ の 入 力 結 果 等 、 本 人 か ら

個 人 情 報 を 直 接 取 得 す る 場 合 、 書 面 上 の 明 記

等 の 手 法 に よ り 本 人 に 対 し て 利 用 目 的 を 明 示

す る も の と す る 。

（ 個 人 情 報 の 保 管 ）

第 11 条 　 当 施 設 で 保 管 す る 個 人 情 報 は 、 個 人 情 報

管 理 台 帳 等 に よ り 一 元 管 理 す る も の と す る 。

　 　 ２ 　 当 施 設 で 保 管 す る 個 人 情 報 は 、 施 錠 管 理 、

ア ク セ ス 権 の 制 限 等 、 必 要 か つ 合 理 的 な 安 全

管 理 対 策 を 行 う 。

　 　 ３ 　 職 員 は 自 ら が 所 属 す る 部 署 長 ま た は 部 署

長 が 指 名 す る 代 行 権 限 者 の 承 認 な く 、 個 人 情

報 を 施 設 外 に 持 ち 出 し 、 あ る い は 第 三 者 に 提

供 し て は な ら な い 。

　 　 ４ 　 個 人 情 報 を 取 引 先 ・ 委 託 先 等 、 外 部 に 開

示 ・ 提 供 す る 場 合 は 、 事 前 に 個 人 情 報 管 理 者

の 承 認 を 得 た 上 で 、 機 密 保 持 契 約 を 締 結 し て

こ れ を 行 う も の と す る 。

（ 個 人 情 報 の 利 用 ）

第 12 条 　 個 人 情 報 の 利 用 は 、 予 め 利 用 目 的 の 範 囲

内 で 行 い 、 そ の 範 囲 を 超 え て 利 用 を 行 っ て は



な ら な い 。 た だ し 、 法 令 の 定 め に 基 づ く 場 合

を 除 く 。

　 　 ２ 　 デ ー タ 入 力 等 の た め 、 個 人 情 報 の 取 扱 い

を 外 部 業 者 に 委 託 す る 場 合 、 委 託 先 の 個 人 情

報 取 扱 い が 適 当 か ど う か 確 認 し た 上 で 、 業 務

委 託 契 約 に 、 委 託 業 務 遂 行 以 外 の 目 的 で の 利

用 の 禁 止 、 業 務 終 了 後 の 情 報 の 返 還 ま た は 廃

棄 、 機 密 保 持 、 違 反 時 の 損 害 賠 償 等 の 条 項 を

設 け る も の と す る 。 長 期 間 継 続 し て 業 務 を 委

託 す る 場 合 に は 、 委 託 先 の 個 人 情 報 取 扱 い 状

況 に つ い て 確 認 を 行 い 、 必 要 に 応 じ て 指 導 ・

契 約 の 見 直 し 等 を 行 う も の と す る 。

（ 個 人 情 報 の 廃 棄 ）

第 13 条 　 保 管 期 限 を 経 過 し た 個 人 情 報 、 ま た は 当

初 の 目 的 を 達 成 し て 不 要 と な っ た 個 人 情 報 は

速 や か に 廃 棄 す る も の と す る 。

２ 　 個 人 情 報 の 廃 棄 に あ た っ て は 、 外 部 漏 え い

し な い よ う 、 印 字 デ ー タ に つ い て は シ ュ レ ッ

ダ ー 処 理 、 電 子 デ ー タ に つ い て は デ ー タ 消 去

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 な お 、 廃 棄 を 外 部

業 者 に 委 託 す る 場 合 は 、 外 部 業 者 が 確 実 に 廃

棄 し た こ と を 確 認 す る も の と す る 。 詳 細 に つ

い て は 、 別 に 定 め る 。

（ 個 人 情 報 の 漏 え い 等 の 問 題 が 発 生 し た 場 合 に お

け る 二 次 被 害 の 防 止 ）

第 14 条 　 個 人 情 報 の 漏 え い 等 の 問 題 が 発 生 し た 場

合 に は 、 二 次 被 害 の 防 止 、 類 似 事 案 の 発 生 回

避 等 の 観 点 か ら 、 個 人 情 報 の 保 護 に 配 慮 し つ

つ 、 可 能 な 限 り 事 実 関 係 を 公 表 す る と と も に

都 道 府 県 の 所 管 課 等 に 速 や か に 報 告 す る 。

（ 第 三 者 提 供 ）

第 15 条 　 業 務 の 遂 行 に あ た り 、 個 人 情 報 を 第 三 者

に 提 供 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 本 人 の 同 意 を

得 る と と も に 予 め 個 人 情 報 管 理 委 員 会 に 報 告

し 、 そ の 指 示 に 従 っ て 必 要 な 対 策 を 行 う 。

（ 教 　 育 ）



第 16 条 　 個 人 情 報 管 理 者 は 、 定 期 的 に 管 下 の 職 員

を 対 象 と し た 個 人 情 報 に 関 す る 教 育 を 行 う 。

ま た 、 ボ ラ ン テ ィ ア 、 実 習 生 等 に 対 し て も 個

人 情 報 管 理 の 必 要 性 に つ い て の 意 識 喚 起 を 図

り 、 適 切 な 取 扱 い を 行 う よ う 指 導 ・ 監 督 す る 。

（ 監 　 査 ）

第 17 条 　 監 事 は 、 当 法 人 内 に お け る 個 人 情 報 管 理

の 適 切 性 に つ い て 、 適 宜 監 査 を 行 う 。

　 　 ２ 　 監 査 を 行 っ た 場 合 、 監 事 は 監 査 結 果 を 監

査 対 象 部 署 及 び 個 人 情 報 管 理 委 員 会 に 伝 達 す

る 。

　 　 ３ 　 監 査 対 象 部 門 は 、 監 査 結 果 に 基 づ き 、 速

や か に 改 善 措 置 を 実 施 し 、 結 果 を 監 事 及 び 個

人 情 報 管 理 委 員 会 に 報 告 す る 。

第 ４ 章 　 雑 　 則

（ 個 人 情 報 の 開 示 、 開 示 等 の 求 め に 応 じ る 手 続 き

及 び 手 数 料 )
第 18 条 　 個 人 情 報 の 開 示 、 開 示 等 の 求 め に 応 じ る

手 続 き 及 び 手 数 料 は 、 別 に 定 め る 。

（ 本 規 程 へ の 違 反 ）

第 19 条 　 本 規 程 へ の 違 反 が 明 ら か に な っ た 場 合 、

依 田 窪 医 療 福 祉 事 務 組 合 職 員 の 懲 戒 に 関 す る

条 例 お よ び 規 則 に 基 づ き 、 違 反 を 行 っ た 職 員

を 懲 戒 処 分 の 対 象 と す る 。

（ 規 　 則 ）

第 20 条 　 個 人 情 報 管 理 責 任 者 は 、 必 要 に 応 じ 個 人

情 報 に 関 す る 規 則 を 制 定 す る も の と す る 。

（ 施 　 行 ）

第 21 条 　 本 規 程 は 、 平 成 17 年 4 月 1 日 よ り 施 行 す る 。

（ 改 　 定 ）

第 22 条 　 本 規 程 の 改 定 は 個 人 情 報 管 理 委 員 会 の 発

議 に よ る も の と す る 。


